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はじめに

アメリカ反トラスト法の域外適用については、政府や競争当局が課徴金など

を課すような方法で制裁を行う 「公的執行」と政府を含む反競争行為の被害者
が，差止， 又は損害賠償を求めて訴えを提起する「私的執行」が併存してき

た(')。それにもかかわらず，反トラスト法の域外適用をめぐる議論は‘反トラ
スト法違反をめく、る公的執行を前提として考えられてきており， 私的執行が注

目され始めたのは比較的に最近である(21。特に， アメリカの私的執行は，被害
者の損害に対する三倍賠償が認められており． この三倍賠償制度とクラスアク
ション制度とがあいまって． アメリカ反トラスト法に基づく被害者救済は非常

に手厚いものとなっていると言える。その結果，外国での反競争行為によって
損害を被った外国の被害者が， アメリカ外で被った損害に対して。外国企業を

相手にアメリカ裁判所に訴えを提起する場合も少なくなく， このような訴えで
あってもアメリカ法が適用され， 三倍賠償が認められる可能性が出てくる。例

えば, EU市場で価格固定された商品を購入したフランスの消費者が日本の企

業を相手に， アメリカ裁判所に三倍賠償を求めてクラスアクションを提起し，

その訴えが認められるかもしれないということである。

同じく， 日本の独占禁止法第25条においても独禁法違反に基づいた損害賠
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償請求を認めているため(3)， 国際的な反競争行為によって外国市場で損害を
被った外国人被害者が外国企業に対して独禁法第25条に基づいて日本の裁判

所における損害賠償請求訴訟を提起する可能性がある○この場合，上記の訴え
に対して日本の裁判所が判断することができるのか否かは． どのように判断さ

れるべきなのか。 日本の場合’公法である独禁法違反に基づいた公的執行は，

法の適用範囲の問題とされ，外国企業に対しても域外的に適用されてきたが，
国際的な反競争行為に対する外国人被害者による損害賠償請求も公的執行同様

に独禁法の適用範囲の問題として考えるべきなのか， また， 適用範囲の問題と

された場合， 私的執行に対してはいかなる基準を設けるべきなのか。

本稿では，上記の問題について外国人被害者による外国企業に対する私的執

行に関する議論が最も活発に行われているアメリカの最近の議論を参考に検討

することとする。アメリカの場合， 反トラスト法の適用範囲の問題によって裁

判管轄が決定されるため， 公的執行も私的執行も域外適用の問題として考えて

おり, 2004年には外国人原告による外国企業に対する反トラスト法違反に基

づいた私的執行に関する連邦最高裁判所の判断が下されている(4)。また，私的
執行に対しては，外国取引反トラスト改善法(5)(以下, FTAIA)に基づいて公的
執行とは異なる基準を採用する傾向も見えていることから日本における私的執

行に係る独禁法の域外適用の議論へ何等かの示唆を得ることができると思われ
る(6)｡

l . アメリカにおける救済訴訟への域外適用

（1） アメリカにおける域外適用の概念

アメリカの場合。 アメリカ裁判所が当該訴えについて判断することができる

のか否かを判断する際に， まず， 当該法律の適用範囲がと・こまで及ぶのかを判

断する。すなわち，議会の立法権がどこまで及ぶのか， 当該行為と自国との間
に国家管轄権(7)の適用を正当化するだけの関係があるかないかを判断し，反ト
ラスト法の適用範囲においてアメリカの裁判所が当該事件について法的判断を

下すための管轄権を行使することとなる(8)。これが事物管轄権実体管轄権
規律管轄権又は立法管轄権の問題と言われるものである(9)。外国で行われた反
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トラスト行為に対してアメリカの反トラスト法を域外適用することが可能とな

ると， 違反者に対してどのように法を執行するかが問題となる(10)oそこで，
当該違反者を裁判所又は準司法機関の訴訟手続きに服させるためにどのような
要件又は手続が必要であるかの問題すなわち、 裁判管轄権（対人管轄権）の

問題が出てくる('1)。このようなことから， アメリカ裁判所に事物管轄権が認
められない限り， 判例において裁判管轄権が問題となることはなく，判例にお

いてもまずは， アメリカ裁判所の事物管轄権の有無が争点となるのである。す

なわち， 反トラスト法の適用範囲の領域的制|眼は，裁判所の管轄権を決定する
ことになり，結果的に事物管轄権と裁判管轄権が一致することになるといえる。

また， アメリカにおいては，公法であれ私法であれ「法の実現」の手段とし

ては同じであることが強調され、 ある実質法規を公法・私法という形で区別す

る発想がもともと希薄であるとされる('2)。反トラスト法の域外適用に対する
抵触法問題もこのような公法，私法の区別を前提とはせず， ますは，反トラス

ト法の適用範囲はどこまで及ぶのかを判断する。すなわち， アメリカ反トラス

ト法は，政府訴訟の根拠法としての反トラスト法（公法） も私人による民事訴
訟の根拠法としての反トラスト法（私法） も㈱公正競争・自由競争の制限規制

を内容とするものであることに変わりはなく， 反トラスト法を根拠として訴訟

を提起する主体が． 公益の代表としての政府なのか．損害を被った私人による

私益の回復（損害賠償）のための私人なのかが異なるだけである(13)｡

（2） 反トラスト法の域外適用の流れ

シヤーマン法の制定過程において，外国での違法行為のみならず， 内外人に
よる競争制限行為を規制する必要性が既に議論されていた(14)が，領域主権に
対する尊重の観点から属地主義を採択し， アメリカ反トラスト法の域外適用を
否定したのが1909年連邦最高裁判所のアメリカンバナナ判決(15)であった。 し
かし，企業活動のグローバル化や国際取引の一般化により， 属地主義を固守し

ては， アメリカ国内秩序を維持することすら困難となってきた。そ-のため， ア
メリカ政府及び競争当局は，外国で行われた行為に対しても， そ-れがアメリ

カ国内に影響を及ぼす場合にはアメリカの国内法である反トラスト法を適用す
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る，域外適用を行うようになり(161 , 1945年AIcoa判決(17)において現れた「効
果理論」が主流となり始めた。第2巡回区控訴裁判所の判決によって、 たとえ

外国人が外国で行った行為であっても， その行為がアメリカに「効果」を与え，
かつそのような効果を与える「意図」のもとになされた場合には， アメリカ反
トラスト法を適用することができるという効果理論が確立されることとなった。

この考え方によると，法規制の対象となる行為が国内で行われることは特に

必要ではなく，単にその効果が及び， それが意図されていればそれで反トラス

ト法が適用できることになる。この効果理論については．域外適用を拡大させ，
外国主権を侵害する可能性があるとの批判がなされた('8)。 これにより， アメ
リカ裁判所の姿勢が域外適用に対して消極的な方向に転ずるようになった。そ

のため，外国での違反行為により被害を受けた者がアメリカ国内に影響を及ん

だことを主張して， 直接損害賠償を求める訴訟を提起する私的執行が顕著と
なってきた。

その後， アメリカ議会は1982年にFTIﾍ1Aを制定することで，反トラスト法
の域外適用範囲の明確化を図った･ しかし｡ Fm4IAの制定はシャーマン法の適

用範囲を明確にするためであったにも関わらず, Hartfbrd判決('9)以前は。
FTAIAが正面から適用された判決はなく，効果理論によって域外適用の可否が

判断されることが多かった(20)。その理由としては， 条文の表現が暖昧であり，
二重否定を用いているため， その適用が困難であったことが指摘される(2')。

（3） 外国取引反トラスト改善法(FTAIA)の概観
①条文

FTAIAは，輸入取引以外の外国通商に対するシャーマン法の適用範囲を明確

にすることを目的とした法律であり， その内容は， 以下の通りである。
「(本章第1条から第7条（シヤーマン法）は, ）次の(1)及び(2)の場合を除き、外

国との取引又は商業（輸入取引又は商業を除く）に関わる行為には適用されない。
(1) 当該行為が直接的，実質的， かつ合理的に予見可能な効果を以下の(A)又
は(B)に対して有する場合。

(A)外国との取引もしくは商業でない取引もしくは商業または外国との
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輸入取引もしくは輸入商業。

(B) 外国との輸出取引または輸出商業で，合衆国においてそのような取引
または商業に従事する者によるもの。

（2） そのような効果が、 本条を除く本法の規定に基づき請求を生ぜしめる場
合。

本法が当該行為に(1)条(B)号の効果によってのみ適用される場合，本章第1条か
ら第7条は， アメリカ国内の輸出事業の損害にだけ適用される(22)｡」
同法によると、 原則として， シャーマン法はアメリカの輸入取引と国内取引

以外には適用されない。しかし， アメリカの輸入取引と国内取引以外の取引に

関する行為が， アメリカの輸入取引， 及び国内取引，又はアメリカで輸出取引
を行っている者の取引に，直接的，実質的， 合理的に予測可能な効果を及ぼし
かつ， 当該効果が． シャーマン法上の請求権の原因である場合には， シャーマ
ン法が域外適用されることになる(23)。

②FTIﾍ1Aに関連する判例紹介
上記のようなFTAIAの二重否定による記述やH愛昧な表現をめぐる問題は．

後述するDenNorske判決(24)とKruman判決(25)のような私的執行において表面
化され， その後のEmpagran判決においてその解釈に一定の方向性が示された。
しかし，実際，解釈をめく、る問題は，私的執行だけでなく，公的執行において
も現れていた。

i )公的執行

・フアツクス用紙判決(26) (1997年）

本件の原告である司法省は， ファックス用紙を製造する日本企業に対して，
被告といくつかの日本の製紙会社が①日本においてアメリカ輸出用の用紙の販
売価格を引き上げるカルテルを行い， その用紙をアメリカに輸出する商社に販
売したこと，②商社に用紙を一定の価格でアメリカにおいて販売するように指
示し，商社はアメリカ子会社を通じて販売したことに基づいて， シャーマン法
第，条違反を理由に刑事訴追をした。
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本件の争点は， 日本において締結されたカルテルに対して反トラスト法が適
用されるかという管轄権の問題と日本の用紙製造業者と日本の商社間の供給契
約（垂直的協定）はシャーマン法1条違反になるか否かであった。

これについて第一審のマサチューセツ地方裁判所は， シャーマン法の刑事的
側面と民事的側面を区別しなければならないとした上で， 明白な立法意図の表
明がない限り，連邦刑事規定は域外適用されないと推定すべきであるとしてア
メリカ裁判所の管轄権を否定した。

これに対して，控訴審である第1巡回区連邦控訴裁判所は， シャーマン法も

FTAIAも規定上特に民事事件と刑事事件を区別しておらず，刑事であれ，民事
であれ同じ法規の解釈である以上、 別々な解釈を採用する理由はないとして，
地裁の判決のうち，管轄権の部分を覆し，差し戻した。

その後の差戻審では，外国におけるカルテルについては， 原告が国内事件で
適用される当然違法の原則に加えて， 当該カルテルがアメリカ商業にFTAIA
が要求する実質的な効果を与えたことを立証しなければならないとした（当然

違法プラス原則(27))。実質的な効果に関する立証の基準としては，①当該カル
テルによって影響を受ける商業の量が実質的であること，②当該カルテルに
よって影響を受ける市場占拠率が実質的であること，及び③当該カルテルが全
体としての市場における競争を実質的に減殺したことを挙げている。その結果
本件では原告がそれを立証していないとして管轄権を否定した。

･LSLBiotechnolOgieS判決(28)(2004年）
本件の被告であるアメリカ会社Yと訴外イスラエル会社Zは，共同及び単

独で開発した種を排他的に販売できる地域を定める条項を含む，遺伝子組み換
えを行った長寿命のトマトの種を開発する契約を締結した。Yは，北米市場に
おける排他的な販売権を持っており‘遺伝子組み換えトマトの種に関する特許
権を取得したが, Zは開発に失敗したため取得できなかった。その後，両社の
関係は悪化していき， トマトの開発契約は解除されることとなった。契約の解
除に伴って、 Zは， いかなる方法でも長寿命トマト種の開発，製造，販売，又
はその他の活動を行わないが， いくつかの条件に基づいて第三者から依頼され
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たトマトの生産を行うことができること， また，北米においては長寿命トマト

の種を販売しないことで和解した。

和解が成立してから4年後， 司法省は，両社の和解案の制限的条項の適用範

囲が広く， 時間的に無制限であること， 及びYがアメリカの未使用トマト種市

場において70%以上のシェアを持っているにもかかわらず，競争者の当該市

場における割合を制限しようとしたことがシャーマン法1条に違反するとして

提訴した。他方, Yは， 連邦地方裁判所は事物管轄権を持たないとして訴えの
却下を求めた。

これについて連邦地裁は， 国内市場におけるトマト販売制限と外国市場にお

ける制限に分けて検討した結果， アメリカ国内市場における反トラスト行為に
関する訴訟原因を立証することができなかったこと， 及びメキシコにおけるト

マトの種の販売制限については事物管轄を持たないことを理由（連邦民事訴訟

規則第12条b項1号， 及び6号(29))に訴えを却下した。

他方， 第9巡回区連邦控訴裁判所は， 地裁のように外国と国内を分けるアプ

ローチは適切ではないとした上で, FTA1Aと先例との関係なと．を言及した後，
｢直接的効果(direc[effect)」とは， 「直接的結果(immedia[econSequence)」を意味

するとした(30)cすなわち，本件で問題になっている本件合意の条項は， すで
に存在する種の輸入制限ではなく，長寿命トマトの種の開発に係る制限であり

訴外Zは， トマトの種を開発に成功していないため， そのような不明確な開発
途中のものによる影響は． 直接的でないとした(31)。従って，本件の制限条項
は, FTAIAの要求するアメリカの領域に直接的効果を及ぼさないとして，事物
管轄権を否定した。

ii)私的執行

･DenNorskeStatsOljeselskapv.Heeremacv.o.f(32) (2001年）
原告Xは，專ら北海において石油とガスの採掘のためのう°ラットフォームを
所有・運営するノルウェーの石油会社である。被告Ylら (Yl , Y2． Y3)

の中で↑ Ylは， オランダ会社Y2は， イギリス会社であり, Y3は， アメ
リカ会社である。被告らは、 メキシコ湾， 北海及び極東において重量物運搬
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サービスを提供する会社であり，世界中に6， 7隻の重量運搬船を持っていた。

Xは，北海においてYlらから重量物運搬サービスの提供を受けた。

Xは, Ylらが傭船料の価格カルテルを行い，北海とメキシコ湾における重

量物運搬サービスを利用する際に共謀によって高騰した傭船料を支払わざるを

得なかったとして提訴した。これに対して連邦地方裁判所は， 「北海のノル
ウェー領海で行われた事業から発生したXの損害であるため『訴えに対する事
物管轄はない」として, Ylらに対するXの訴えを却下し(33), Xは控訴した。
本件の争点は， 北海で行われたYlらの行為及びXの損害にかかるFTAIA

の該当条文の解釈であった。控訴審において第5巡回区連邦控訴裁判所は， ま
ず, Xが主張した重量物運搬業者間の共謀は， メキシコ湾において重量物運搬

サービスを利用する購入者だけに値上がりした傭船料の支払いを強制するので

はなく， アメリカ人に対してもつり上がった高額の石油価格を支払わせるもの

であるため， アメリカ市場に直接的、実質的， かつ合理的に予測可能な効果を

及ぼす場合というFTAIAの第1条を十分に満たすと判断した(34)｡
次に, FTAIA第2条の文言(givesrisetoaclaim)の解釈について， 原告は，北

海において重量物運搬サービスに対する傭船料の価格固定に損害は、 「メキシ

コ湾内のアメリカ領海における」傭船料の価格固定から生じる損害と同一であ
ると主張した。原告はさらに，被告らは，すでに、 当該価格固定につき， アメ
リカ司法省によって摘発され，課徴金を支払っており、 原告以外の被害者は‘
アメリカ国内の効果に基づいて損害賠償請求訴訟を提起している。そのため，

アメリカにおける反競争的な効果をもたらした行為と原告の請求の基となる被

告の行為とは‘ 同一であることは明確であり、 シャーマン法に基づいて「ある
(a)」請求権を生じさせると主張した。

これらの主張について同連邦控訴裁判所は， 国内通商に及ぼす効果（アメリ
カ企業がメキシコ湾内で支払った高額の傭船料）がXのYlらに対する請求原因

でなければならないと述べた。北海における傭船料の高騰によりメキシコ湾の

傭船料もつり上がる可能性があることについては。否定しないが, FTAIAは国

内損害とXの請求の間に密接な関係以上のもの(morethancloserelationship)を求
めているとした。即ち, Xの請求([heclaim)は, Ylらの行為のアメリカ通
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商への効果それ自体から生じた(giveriSe[o) ものでなければならないとしたの
である(35)。

最終的に， 第5巡回区連邦控訴裁判所は，損害が発生したのが国外であり，

かつ，外国市場に及んだ効果のみから生じた損害の場合にはYlらに対する外
国法人Xの請求に関する事物管轄権は, Fmﾍ1Aの文言解釈から， 否定されると
判断した。

･K'･umanv・Christie'slnt'1PLC(36) (2002年）

本件の被告Y1 , Y2は，美術，骨董品，収集品等のオークション事業者で

あり, Ylは， イギリスに所在する会社であり, Y2は’ アメリカミシガン州
に所在している。Ylらは市場の90%をコントロールしており， オークショ

ンで物を落札した購入者からは「購入者プレミアム」を， オークションで落札

された物の売却者からは「売却者手数料」を受け取っていた。両者は’ これら

の料金に対.して同一料金表を維持し，値引きを認めず。売主への融資条件を緩

和しないで，顧客リストを交換し・相互に業務監視を行っていた。

そのような状況の中． 司法省が反トラスト法違反の調査を開始し, Ylは、

調査に関連して情報を提供したこと， 及び調査に対する協力の見返りに司法省

から条件付き免責を受けたことを公表した。Ylによる公表の直後Ylらが
価格固定によって反トラスト法を違反したとしてYlらの顧客が三倍賠償と差

止めを求めて， クラスアクションを提起した。アメリカ国内の取引に関するク
ラスアクションでは，和解が成立したが， アメリカ'王'外の取引の訴訟{よその

後も係属した。ニューヨーク州南部連邦地方裁判所は， 管轄の欠如を理由に訴
えを却下した(37)o
xらの控訴を受けた第2巡回区連邦控訴裁判所は‘ まず『外'玉'市場をター

ケットとする外国市場に影響を及ぼす行為と．外匝'市場をターゲットとするが

国内市場に直接影響を及ぼす行為を区別しなければならないとした。 また，反
トラスト行為がどこで行われたか．又は外国市場をターゲットとしているかとﾞ

うかに関係なく． アメリカ市場に影響を及ぼす行為を抑止する利益があると判
断した(38)o
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上記の判断の後， 第2巡回区連邦控訴裁判所は，以下の理由により， ニュー
ヨーク州南部連邦地方裁判所の判断を覆し管轄を肯定した。 まず, FTMAIA第2

条の ;efIECtgivesrisctoaclaim' の解釈に関して，条文は明確に「本章第1条か
ら第7条の規定に基づく」場合を対象としており， ここで言う 「本章」は，
シャーマン法であって， クレイトン法ではないため， 「請求の原因となる」と

いう言葉は， シャーマン法の実質的な条項に違反する行為による国内通商への
｢効果」だけを要求すると判断したく39)。

また， 第2条にある ,claim' の前の 0a' を ｣the' として解釈すべきである

というYlらの主張については，条文それ自体の明確な文言に従うべきである
とした。議会が定冠訶(the)ではなく，不定冠詞(a) を使用しており，裁判
所としては，立法目的を尊重しなければならないとした上, FTAIAに規定され

たXの請求とは, Ylらの行為のアメリカ通商への効果による必要はな<,誰
かの請求(aclaim)であればよいと判断した。 また，政策的理由として， この
請求を認めることは， アメリカに影響を及ぼす外国の行為を抑止する効果があ
るとした(4())o

③小括

以上によると，公的執行の場合, FTAIA第(1)項の要件が問題となるのがわか

る。ファックス用紙判決は， 「直接的｣， 「合理的な予測可能性」については言

及せず， 「実質的」効果に関する判断を行い， 当該カルテルによって影響を受
ける商業の量市場占拠率， 及び市場における競争を実質的な減殺を判断基準
として挙げている。

他方，競争制限行為が問題となった事件ではあるが, LSLBiotechnology判決
においては， 「直接的(direc[)」 という基準が主な争点となっており， アメリカ
市場への反競争効果が， 当該競争制限行為による直接的結果(immedia[e
consequence)であるか否かに基づいて判決を下している。裁判所は， 問題と
なっている制限条項がすでに存在するトマトの種のアメリカ市場への輸入に関
するものでなく，外国市場における新種トマトの種の開発とアメリカ市場おけ
る販売に関する制限であること，訴外Zが開発に成功するかどうかが不明確で
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あることを根拠に． アメリカの商業に対する反競争的効果の直接性を否定して
いる。

しかし， この裁判所の判断に対しては， いくつかの批判が存在する。ます，
第9巡1III区控訴裁判所の少数意見は， 「直接的(direct)」効果を時間|'|勺， 空間的

近接性の問題ではなく，本件合意の条項がアメリカの商業に反競争的効果を及
ぼした「直接の原因(proximatecause)」なのかどうかの問題であると指摘した。
その上，本件における外国市場における制限は， アメリカにおけるトマトの競

争に直接的な効果を及ぼすと考えられることから事物管轄権を肯定すべきであ

ると批判している(41)。それにも関わらず、 「直接の原因(Proximatecause)」であ
るということがどのようなことなのかについては明確にしていない。また、本
件の訴外Zがすでにトマトの種の開発に成功しているような場合，すなわち。
現在に存在する部品や原材料が第三国で加工され， それが含まれた商品が域外
適用を使用とする国に輸出されるという事案の参考になるかは疑問があるとの
意見がある(42)o

これに対して私的執行の場合， アメリカ商業に対する影響については殆と言
及しておらず(43) . FTAIAの第2の要件である被告による，直接的． 実質的，
かつ合理的に予測可能な効果が， 「当該原告の請求権を生じさせる」 (aclaim)

なのか， 又は「誰かの請求権を生じさせる」 (theclaim)なのかが主な争点と
なっている。この点が問題となる理由は， 「当該原告の請求権」と解釈した場
合‘ 原告がアメリカ市場に及んだ反競争的な効果によって損害を被った者であ
る場合に|唄って域外適用が認められ， 「誰かの請求権」と解釈する場合，外国
市場に及んだ効果によって損害を被った者も訴えに対しても反トラスト法の域
外適用が認められることとなり， その範囲がかなり異なってくるからである。

特に， このような問題は、 三倍賠償を認めている私的執行の場合には， より深
刻な問題となってくる。

以上を纏めると，公的執行の場合には, FTAIAの第(1)項の要件の解釈が主な

争点となるが， 「直接的，実質的， かつ合理的に予測可能な効果」という要件
の全体を問題とした判例はない。 しかし， その中でも 「直接的」効果について

は， いくつかの議論が存在しており．重要視されていることが読み取れる。
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他方．私的執行の場合には， アメリカ市場に影響が及んだことが明確である

ため， 第(2)項の要件の解釈が問題になっている。公的執行においても， 私的執
行においても，解釈によって， シヤーマン法の適用範囲がかなり異なってくる
が↑ とりわけ，私的執行の場合，三倍賠償が認められているため外国人の原告
による外国市場における被害をと§こまで救済するかはアメリカの立場からして
も，外国政府の立場からしても重要な問題である。それにもかかわらず，裁判
所毎にFT｣ﾍ1A第(2)項の解釈が分かれており，混乱を招いていた。

2.Empagran判決におけるFTAIAをめく、る議論

上記のような問題点が現れる中で連邦最高裁が初めてFTAIAを適用して私

的執行に対する域外適用を判断したのがEmpagran判決である。本件の事実の
概要は次である。 日本， ドイツ等のアメリカ以外の企業が世界的なビタミンカ
ルテルを行い．価格固定されたビタミンをアメリカ，パラグアイ， オーストラ

リアなどの企業に販売した。このカルテルによって被害を被った企業らは， ア
メリカにおいて反トラスト法に基づいた三倍賠償を求める訴えを提起したが，

アメリカ企業が和解したことによって，本件の原告は． アメリカ以外でビタミ

ンを購入した外国企業だけになった。これにより，本件の争点は，外国の原告
が外国市場において被った損害に対-して外国企業を相手取り， アメリカ裁判所
に損害賠償を求める訴えに対して反トラスト法を適用し，判|折することができ

るのか否かとなり，最終的に，連邦最高裁は，反トラスト法の適川を否定した。

Empagran判決において，裁判所が最も問題視した解釈は‘ 被告による直接
的，実質的かつ合理的に予測可能な効果が， シヤーマン法に基づく①当該原
告の請求を生ぜしめなければならないのか，又は②誰かの請求を生ぜしめれば
足り，必ずしも原告の請求を生ぜしめる必要はないことを要求しているのかと
いうことである。この解釈が問題になったのは，連邦最高裁が‘ 本件における

国際カルテルのもたらす外国での効果がアメリカ国内においてもたらされる効
果から独立していると考えていたからである(")。
結局連邦最高裁は, aclaimは， 「当該原告」の請求権すなわち, [he

claimとして解釈すべきであると判断した(45)。しかし， 国内と国外の効果を区
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別する考え方は，外国の被害者の損害の発生がアメリカ市場の反競争効果と無

関係ではない場合には，外国における被害に基づいた外国原告の外国被告に対

する訴えにシャーマン法が適用される可能性を残していた。

この国内と国外の効果の関係について， 差戻審(46)であるコロンビア巡回区
控訴裁判所は, FTAIAの「請求の原因となる」という文言は『直接的因果関係

すなわち『 「より密接な原因(proximatecauses)」という因果関係を必要とすると
した。そして，単なる「あれがなければこれなし(bu[ lbr)」という関係のみで

は不十分であると判|断しながらも， 「より密接な原因」の意味については明確

にしなかった(47)oすなわち㈱ ある国際カルテルのアメリカにおける効果をA
とし，外国における効果をBとした場合, AとBが依存しているだけでは両者
間の関係は，密接十分であるとは言えないことから, Aが外国原告の損害の間

接原因となっているだけでは不十分であり, Aが直接的原因となって外国原告

に損害が発生していることが必要であると解釈できる。

これに対･しては，輸送の容易な商品の国際カルテルの場合には，外国におけ

る損害と国内における損害は相互に関連しているという実体に反する想定に基

づいて結論を導いているとの批判がなされている(ｲ8)。すなわち， アメリカ市
場においてカルテルが行われ外国においてカルテルが行われなかったとした

ら，外国から安価に販売されている商品を安く仕入れて， 国内市場において販
売することができるはずである。 また， アメリカにおける損害も実際生じた損

害額より小さくなると考えると国際カルテルの外国における損害も国内におけ

る損害も無関係ではないということが言える(49)のである。

Empagran判決が，今までの判例より厳格な基準に基づいて域外適用の判断
を行った理由は， 公的執行と私的執行を区別すべきであるとの考え方があった
からである(50)。すなわち， 公的執行は， 私的執行とは違って、 さらなる反競
争行為の弊害から公衆を守るため，広範な是正措置を求める広い法的権限が与

えられている。 しかし，私的執行の場合， 自制の程度や外国政府に対する考慮

を気にしない傾向が多々あるため，救済を求める権限を制限する必要があると
している(51)。従って㈱ 公的執行の場合, FTAIAの条文の「直接的， 実質的，
かつ合理的に予測可能な」効果の要件が争点となり‘ 私的執行の場合には，効
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果の要件に請求権の要件が追加される。

このように， アメリカにおける反トラスト法の域外適用の基準は．私的執行
も公的執行|司様アメリカ市場への「効果」 とそのような効果を及ぼす「意

図」だけで判断していた効果理論から, FTA1Aを適用したことで様々な条件が

加わり，結果としては， 私的執行に対する域外適用の基準を公的執行より厳し

くする方向に進んでいると言える。これは，効果理論による過度な域外適用に

対する外国からの批判への反省の側面(52)と三倍賠償を求めてくる外国原告の
訴えの集中に対する憂慮が背景にあるのではないだろうか。

3~他の分野における域外適用との比較

以下では、 反トラスト法の域外適用の基準の特徴を|ﾘl確にするため、 他の法

分野における私人訴訟に対する域外適用の判断基準とEmpagran判決から現れ
た私的執行に係る反トラスト法の域外適用の基準を比較検討する。

（1） 証券取引法

まず、証券取引法分野においては，外国企業によるアメリカ外の証券取引に
おいて欺|司的行為があった場合，外国の投資家がアメリカ証券取引法10条

(b)(53) ．規則lOb-5(51)に基づいて外国企業に損害賠償訴訟を提起することが

多く ， この場合，域外適川が問題となる。Morrison判決(55)以前においては，
違法行為がアメリカ国内又はアメリカ市民に対し，重大な影響を及ぼす場合に

域外適用を認める効果テストと違法行為がアメリカ国内で行われた場合に認め

る行為テストによって判断されていた(56)。これらの効果．行為テストにより，
アメリカ証券取引法の域外適用は広く認められてきたと言われている(57)。 し
かし‘ アメリカ以外の証券取引所でNationalAustraliaBankの普通株式を購入し

たオーストラリア人がアメリカ証券取引法違反に基づいて差止と損害賠償を請

求した事件であるMor,･ison判決において，新しいテストが採川された。本件

において， 連邦最高裁は．域外適用を原則的に否定しながら、 証券取引法第

10条(b)項は，欺岡行為が， アメリカの証券取引所に上場している有価証券の
購入又は売却、 及び‘ アメリカ国内でのその他の有価証券の購入又は売却に関
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して用いられた場合に限り，適用範囲に入れるとする取引テストを採用した。
この判決により‘ 効果・行為テストが覆されることになったが、 その後に制定

されたドッドフランク法(58)は『 これらのテストを復活させ、域外適用を明文
化することとなった。同法は， 政府訴訟(929P条(bX2XB)(59)) と私人訴訟(929
Y条(60)）の場合に分けて規定している。

まず，政府が原告である場合は，①証券取引がアメリカ外で行われ，外国投
資家のみが関与する場合であっても違反行為を形成している極めて重要な構成

部分がアメリカ国内で行われている場合， 又は②アメリカ外で行われた行為に

よりアメリカ国内に実質的な影響を及ぼすであろうことが予見可能な場合には

域外適用を認めている。次に，私人訴訟については， ｜司条を拡大して適用すべ

きなのか否かについて現在SECによる調査が行われている段階である(61)o
以上によると， ドッドフランク法は，政府訴訟については， 行為か効果のい

ずれかが域内であればよいとする立場は維持しているが, Morrison判決の内容

を覆す規定はおいていない。 また， 私人訴訟については．規定がなされていな

いため、 なおMorrison判決の射程にあることになる(62)。

（2） 商標法

知的財産権については， 属地主義の原則が妥当とされ， 「知的財産権は，外

国における行為によって侵害されることはない。知的財産権の効力はその国の

領域内のみ認められる」 とされてきた(63)o特に特許権の場合は， その効力が
アメリカ国内で行われた行為に限って及ぶものであるとして地域的な効力の限

定が厳格に解釈されてきたが(64) ，他の知的財産法においては必ずしもこのよ
うな厳格な解釈がなされてはいない(65)。
アメリカ人がメキシコで行った商標侵害に対して， アメリカ企業がアメリカ

商標法に基づいた差止と損害賠償請求を求めたBulova判決(66)において，連邦
最高裁は，外国でアメリカの商標法に違反する行為が行われた場合． その行為

が自国民によってなされ， その効果が内|玉|に及び， しかも内国商標法を適用す

ることが外匡|の利益や政策と抵触しないという要件を満たす場合、域外適用が

認められるとした(67)。その後2005年のMcBee判決(681は実質的効果
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(substantialefIEc[)テストを採用し’域外適用を否定した。実質的効果テストで

は， まず，被告がアメリカ国民であるかを問い’ そうでないなら， アメリカに

訴訟における合理的にみて強い利益を与えるに十分な証拠があるかを判断するc

このように他の知的財産権法に比べて商標権の効力を比較的に広く認めるの

は， 商標法は’単に商標権者の利益のみならず， 消費者が商品やサービスを特

定することを助けることで公衆一般の利益をも保護することを目的とするため，
侵害行為の場所に限らずグローバルな商法の保護が必要であるからとされてい

る(69)｡

（3） 著作権法

著作権法の場合，地域的な効力が限定されてきた特許法と広くその効力を認

めてきた商標法の中肩に位置するとされているが’少なくとも一般的に，裁判

所は， アメリカの著作権法が， 国境を越えては適用されないと判断してい

る(70)o
アメリカ国内外でのビデオカセット販売による著作権違反に基づいた損害賠

償請求が問題となったSubafilms判決(7')において第9巡回区連邦高等裁判所は，
一般的に著作権法は、域外で効力を生じないが例外として国内で行われた行為

が著作権侵害を構成する「重要な行為」である場合にはアメリカの著作権法が

適用されるとした(72)。その上， アメリカ匡'内での単なる「許諾」は， その許
諾された行為がアメリカ国外で行われるものである限り， アメリカ著作権法を
侵害しないと判断した。 しかし, SubafilmS判決以降アメリカ著作権法上の

侵害行為を広く解釈することによって，外国で行われた行為に著作権の効力を
及ぼす判決もみられるようになった。言い換えると’著作権の場合， 当該権利

の侵害を構成する「重要な行為」を広く解釈する(73)か．狭く解釈する(74)かに
よって域外適用の判断が異なってくるのである｡

（4） 小括

以上のように一括りに域外適用と言っても，

が行われている。証券取引法分野においては，

様々な基準に基づいてその判断

FTAIAI司様域外適用を明文化
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し‘特に，政府が原告である場合と私人訴訟の場合に分けて規定を行っている

ところが注目される。また，政府訴訟に関する条項は行為、 又は効果がアメ

リカlZl lﾉjに存在する場合‘域外適用が認められる点からFTAIAとかなり類似

しているように見える。 しかし．私人訴訟については，先送りとされたため，

Mo,･riso,1判決に基づいてアメリカ匡|内における購入又は売却に限って域外適用

が認められることになり． かなり制限的であると思われる。

次に，商標法の域外適用は， 効果がアメリカ国内に及ぶことを条件とする点
では反トラスト法の場合と類似しているが． 加害者が自国民であること．外国

法上成立した商標権との抵触がないことを条件としている点に注目する必要が
あると考える。また， 著作権の場合， アメリカ国内で行われた侵害行為が当該

侵害を榊成する「重要な行為」であるか否かが基準となる。

以上に基づいて。他の法分野においてEmpagran判決同様外|言lKl被害者が外
国において被った損害に対して外国加害者を相手に損害賠償請求を行った場合

どのような判断をすることになるのかについて考える。

まず，証券取引法の場合, Morrison判決に基づいて，外国被害者であっても

欺間行為がアメリカ国内での取引に関連する場合には、外国加害者に対する訴
えにアメリカ証券取引法の域外適川が認められることになる。次に， 商標法の

場合， 力l l害者がアメリカ人であることが条件となるので，外国被害者による外
国力| I害者に対する訴えに対しては‘域外適用が認められない。最後に，著作権

法は、外|玉l加害者がアメリカ国内で行われた行為が「重要な行為」である場合
(許諾複製販売生産送信輸送）は，外国被害者による訴えに対してア

メリカ著作権法の域外適用が認められることになる。

これらを反トラスト法の場合と比較すると， 反トラスト法は，加害者が自国
民であることやアメリカ国内における何等かの行為を条件としておらず、外国

での行為であっても， アメリカに影響を及ぼす場合であれば，域外適用が認め
られることとなる。 しかし， これだけでは三倍賠償が認められる私的執行の場
合には広すぎるとの批判が予想されるため‘ アメリカへの効果と外国被害者の
損害の間により密接な因果関係を要求することで, ~制限を加えていると思われ
る。
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4． 日本の独占禁止法の域外適用と日本への示唆

（1） 今までの日本の域外適用の学説・判例

｜ |本の独禁法は，域外適川に関する|ﾘ1文が存在しておらず、 制定当初は，属

地主義を採用していた(75)。その後原則としては属地主義を採りつつ， 「独禁
法違反の行為の全部または一部が国内で行われたときにのみ．独禁法の規制範
囲に入る」 とする客観的属地主義が通説となった(76)。そのような状況の中．
日本においても「効果理論」の考え方に拠って， 「国外で行われた行為が， 国
内市場の競争に直接かつ実質的な効果をもたらす場合等に限り“域外適用がで
きる」 とする見解が現れた(77)。実際。 近年のマリンホース国際カルテル事
件(78)においては． 反競争行為の効果が日本に及んだことを理由に初めて課徴
金を課した。

また， ブラウン管国際カルテル事件(79)においては， 日本企業と外国企業の
子会社が外国で製造し、外国で販売するブラウン管の価格カルテルについて，
域外適用を認めた。この判決については， 国際カルテルが日本市場を対象とし
ておらず， かつその影響を直接受けるのは．外国子会社であるにも関わらず，

その程度の影響で域外適用を認めてもよいのかという点が問題として指摘され
た(8())o

独禁法の学説では， 当初から'三|本市場を明確にその対･象'l7端としている場合
には．従来型の効果理論に基づいて判|折し、外国で形成・実施されるカルテル

行為のように、 当初から日本市場に効果を及ぼすことが意図・認識されていな

い海外での反競争行為については， アメリカのFTAIAのように日本市場に直
接的、実質的． かつ予測可能な効果が及んだ場合に適用すべきであるという主
張がされていた(8')。 しかし， 解釈基準については， 明確に示されていない。
他方、 「直接的実質的， かつ合理的に予測可能な効果」を硬直的．形式的に
解釈することは適切でなく， ある行為が主たる原因となって領域内に有意で客
観的に予見可能な効果が及ぶならば管轄椎が認められるとしながら消極礼譲の
考慮が必要であるとの意見もある(82)。



[金美善］ 私的執行に係るアメリカ反トラスト法の域外適用血9

（2） 日本への示唆

日本のおける域外適用の問題は， あくまでも公的執行の場合において議論さ

れ，外国企業に対して日本の独禁法を適用することができるのか， 又は日本の

企業に外国独禁法を適用できるのかが争点となっていた。 しかし，今後, H本
においても私的執行が活発になった場合，外国人が外国で被った損害に基づい

て外国企業を日本で提訴した場合， その訴えを日本の裁判所が判断できるのか

否かを判断する基準は，重要な問題となってくる。

事物管轄権と裁判管轄権をパラレルに考えるアメリカとは違って・ 日本の場
合， ある事件に対する法律の適用範囲の問題と当該事件について日本の裁判所

が裁判管轄権を持つのかの問題を区別している。また,伝統的に大陸法の公法

私法二元論(83)の影響により，独禁法を初めとする経済法は’長年公法として
考えられてきているため(84) ．独禁法違反に係る訴えは，公法の適用範囲の問
題として考えてきた。他方，民商法のような私法の場合， 法の適用範囲の問題

に関しては． 国内裁判所における国際的な私法関係への内外国法の適用を問題

とする，準拠法の選択．適用が問題となり通則法によることになり，裁判管轄

権の有無については， 国際民事訴訟法による。

ここで，被害を受けた私人による私的利益の回復を目的とする私的執行の場

合も公法である独禁法の実質法上の問題として＃独禁法が適用される範囲にお

いて， 日本の裁判所が管轄を持つとすることが妥当なのかが問題になる。

この点については､①海外の被告の行為を問題として日本の裁判所に独禁法
違反に基づく差止や損害賠償請求がなされた場合には， 問題となる行為につい

て， 日本の独禁法の適用範囲に含まれるのか否かをまず考え， もし違反行為と

いう事になれば、強行的適用法規(85)と看倣される24条以下の救済規定を直接
適用するという意見がある(861。②また，独禁法の場合，市場における競争秩
序の維持や消費者保護など公法的な性質を有するものであり。 それに基づいた

損害賠償請求も必ずしも純私法的なものとはいえないため，域外適用として考

えるべきとの見解も示されている(87)。
他方Ⅲ③経済法は，私法とは異質の法規であるから’ その適用問題はもっぱ
ら国際法上のものであり， 国際私法とは無関係であるというのは， 一面的な議
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論であるため，経済法の「域外適用」問題について，抵触法的視点からの考察
も可能かつ必要であるとの意見もある(88)。
私見としては㈱独禁法違反に基づいた私的執行を公法_上の問題として，域外

適用の問題とすべきであると考える(89)。その理由としては、 まず，政府によ
る公的執行であれ， 私人による私的執行であれ， その手段が異なるだけであっ

て，結局の目的は、市場における競争秩序の維持であるということである。私

的執行の場合，表面的には，被害を被った私人の損害を救済するだけのように

見えるが、 そのようなことを通じて，反競争行為を抑止することで，競争秩序

を維持することになるのである。

次に，民法709条(9())と違って，独禁法第25条は， 公取委からの排除措置命
令や審決が行われた後でないと主張できないこと （同法第26条(9')), 次に当該
損害賠償請求訴訟の第一審の裁判権は，東京高等裁判所が持つ(92)ということ
を挙げることができる。独禁法においてこのような条項を設けている理由は，

損害賠償請求訴訟が，専門的かつ統一的な判断を必要とする独禁法違反行為に

関して提起されることを鑑み， これを一つの裁判所に集中して審理， 判断させ
迅速に救済を与えるためである(93)。これには，公益のための考慮が含まれて

いると考えられる。 また，競争法の中核的規定が各国の経済政策を体現した強
行法規としてこれまで問題なく受け入れられていたことを鑑みると．新たな混

乱を持ち込まないためにも国家の経済政策を体現する競争的適用法規として競

争法を位置付けるべき(94)である。
続いて，私的執行も公的執行|司様，域外適用の問題として考えた場合， その

判|断基準を如何に考えるべきなのか。私見としては、現在の公的執行の域外適

用の基準とは違った条件を追加的に考慮すべきであると考える。

まず↑効果理論における「意図」の要件である。従来の効果理論が域外適用

を拡大させ，外国主権を侵害するとの批判を受けてきたことを考えると「意

図」があったかどうかを判断しないのは， より域外適用を拡大させる危険性が
あるようにも見える。 しかし， 「意図」を必要とすると，外国で反競争行為を
行った事業者が日本市場を害する意図を持っている場合だけにしか独禁法を域

外適用できないこととなるため， 日本市場の公正な競争を確保し日本の消費者
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利益を増進させるという立法趣旨にそぐわないこととなり，妥当ではないとの
指摘がある(95)。

また，外国で行為を行った事業者が日本市場を害する意図を持っていたか否

かを実際確認することは非常に困難であり， かつ， その調査に当たっての外国

所在資料の収集についても， 困難であるため，要件とすべきではないとの見解

もある(96)。この点，私見としても， 国際的なカルテルの場合， カルテル部品
が商品に組み込まれ様々な販売網を通じて広がるなど，実際日本市場に効果
を与える「意図」がなかったとしても効果を及ぼすことが多いこと， また， カ
ルテルの場合は，秘密裏に行われたことが多いため， 意図があったことを証明

することは難しいことから「意図」を要件とする必要はないと考える。

次に， 「効果」については，意図を要件としないとすると，何らかの「効果」

があれば直ちに域外適用を認めることになり，過度な域外適用になる恐れがあ

るため，具体的な条件を付けることが考えられるoFTA1Aの「直接的，実質的，

かつ合理的に予測可能な効果」の条件も，実際，具体的な解釈はケースバイ

ケースで行われている状況だが，最近の判例では， 「直接的」効果であること

を厳格に要求している(97)。 「直接的」について判例は， 当該反競争行為とアメ
リカに及んだ反競争的な効果間の因果関係があることとしている(98)が, 2012
年に司法省とFTCが提出したMi,m-Chem, Inc.v.Agriumlnc.判決に対する法廷
意見害(99)によると‘ 「直接的」 とは‘ 「合理的にみて主因と考えられる」の意
味として解すべきであり， ある行為から中間的媒介項なしに生じる効果に限定
すべきではないとしている('00)。

また， 「実質的」の意味については． 十分な議論があったわけではないが。

ファックス用紙判決において指摘した通り， 量や市場占有率の問題とされ、 管

轄権を行使しようとする国の領域にある程度有意な効果が及んでいることを意

味すると解釈できる('0')。最後に， 「合理的に予測可能な」 という文言につい
ては．被告の現実の主観的意図を探ることを避け，基準を客観的なものにする

ためのものであるとされている(1()2)o
以上を参考にすると，域外適用の判断基準としての「効果」の具体的な条件

としては， 「直接的で，合理的に予測可能な効果」で良いのではないかと思わ
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れる。その理由は， 次である。まず， 反競争行為と国内市場への効果間の因果

関係や国内市場に効果が及ぶことを客観的な基準に基づいて予測可能なのか否

かを判断することとは違って， 「実質的」という基準は， 効果の量をケースバ
イケースで判断することとなるため，域外適用の判断における安定性や予見可

能性の確保に役に立つものではないと考えるからである。また，実体要件とし

ての「競争の実質的制限」における「実質的」と同義であるとされているため，

実体要件を判断する段階で考慮すればよく， あえて域外適用の基準として判断

しなくてもよいのではないかと考える。

三つ目に， 因果関係の要件についてであるが，公取委による課徴金の賦課の
ための域外適用ではなく，被害者が被った損害を救済するための域外適用であ

ることを考慮すると，私的執行の場合，公的執行より厳しい基準で判断される

べきであると思われる。すなわち，被害者の損害が加害者の反競争行為による

ものなのか否か， 両者間の因果関係を要件とすべきであるということである。

しかし、既に紹介したEmpagl･an判決に対する批判や日本においては三倍賠償
制度が存在しない点を考慮すると，被害者の損害と加害者の行為により密接な

原因までは必要とせず，外国における効果と日本市場における効果が同じ反競

争行為によって生じ，かつそのいずれかの効果によって被った損害に基づいた

損害賠償請求であることを条件とすれば足りると考える。

終りに

以上． 日本において独禁法違反に基づいた私人による私的執行が行われた場

合，公的執行同様に域外適用の問題として考えることができるのか， また，域

外適用の問題とされた場合， いかなる基準で判断すべきなのかについて， アメ
リカにおける私的執行に係る反トラスト法の域外適用の状況や議論から何等か

の示唆を得ることを試みた。結局， アメリカにおいては‘ 連邦最高裁のEmpa-
gran判決， 及び差戻蕃の判決を見ると， 「誰かの請求権」 (aclaim)ではなく、
｢原告の請求権」 ([heclaim) として解釈した点，単なる「あれがなければこれ

なし (bL,[fbr)」 という関係ではなく、 「より密接な原因(Proximatecauses)」 とい
う因果関係を要求した点から，私的執行に関しては，域外適用を抑止しようと



[金美善］ 私的執行に係るアメリカ反トラスト法の域外適用 I23

する傾向にあると言える。

ただし， 「より密接な原因」を明確にしていなかったため, FTAIAの解釈を

めく、る問題は, Empagran判決後も収束されてないままの状況である。 さらに，
このような状況の中で。 2006年の連邦最高裁のArbaugh判決(103) , 2010年の連
邦最高裁のMorrison判決をきっかけにFTAIAを管轄の問題ではな<, 実体の

問題であると判断した判決が現れ、議論が混迷を極めている(1()4)o
このような状況の中， アメリカにおける訴えを却下された外国被害者は， 自

国，又はカルテル商品の輸入先の企業が属する国において損害賠償を請求する
可能性があり， 日本の裁判所にも訴えが押し寄せてくる可能性がある。この場

合，独禁法の公的執行における域外適用の基準が確立されつつある段階にある

日本において， さらに独禁法の私的執行という新しい問題が生じ． その基準ま

で個別に設けることになると裁判所においてかなりの困難が生じると予想され

る。

以上を踏まえて‘ 今後， アメリカにおける私的執行に対する域外適用の議論

や判例の流れには注目しながら， 日本における独禁法違反に基づいた私的執行
に対する抵触法の視点からの議論をより深める必要があると考えられる。

(1) 1914年に制定されたクレイI､ン法第4条は、以下のように損害の三倍賠償を認

めている。

15U.S.C.913.SuitsbypersonSinjured
(a)Amountofrecovery;prejudgmentinterest
Exceprasprovidedinsubsection(b)ofthissection, anypersonwhoshallbe injuredinhis
businessorproDertvbvreasonofa,1v[hingfbrbiddenintheantitrust lawsmavsL,etherefbrin

L L ~‘ J ゴ ー ゴ

anydistric[courtoftheUniredStates inthedistrict inwhichthedeltndantresidesor isfbund

orhaSanagent,withoutrespecttotheamount i,,con[roversy, andshall ,･ecove,･ threefbldthe
damagesbyhimsusmined,andthecostofsuit, includingareasonableat[or''ey'sfte.Thecourt
mayawardunde,･ thissection,pursuanttoamotionbysuchpersonpromp[lymade,simplein-
teresto,,actualdamagesfb,･ theperiodbeginningonthedateofserviceofsuchperson'splead-
ingsettingfbrthaclaimundertheantirrust lawsandendingonthedateofjudgment,orfbr
anyshorterPeriodtherein, ifthecou,･t6ndSthattheawa,dofsuchi,,[erestfbrsuchperiodis
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juSt in[1,ecirCumstances. lnde[erminingwhetheranawardofin[ereStunde,･ thissectionfbr
anyPeriodisjustinthecircumstances, [hecour[shallconsideronl)'-
(1)whethersuchpersonortheopPosingpartyioreitherparty'Sreprcsenta[ive,mademo-

rionsorasserteddaimsordefbnsessohckingi''meritastoshow[hatsuchpartyol･ representa-
[ivcactcdintentionallyfbrdelaylorothe,･wiscactedinbadf,ith;

(2)whether, inthecourseof[heactio,, involved, sI,chpersonoI- theopposi''9part)4orei-
[1,c,･party'srepresen[ative,violatedanyaPPlicablerule, stat,,te,orcourrorderprovidingfbr
sflnctionsfbrdilatorybehaviorol．o[herwiseprovidingfbrexpeditiousproceedings;and
(3)whethersuchpersonor[1,eopposingpar[Morei[herparty?srepresen[a[ive,cngagedin

conductprimarilyfbrthepurposeofdelayingthelitigakionorincreasing[hecos[[hereof
(2) 巨額な課徴金が課されたことで注目されたビタミンカルテル事件のメンバーに

対･して損害賠償訴訟を提起した2004年のEmpagran判決をきっかけに注目され始
めた。

(3) 独占禁止法違反による損害賠償請求は，民法第709条に基づくこともできるが，

本稿においては，対象としない。

(4) EHofrman-LaRocheLTDvEmpagranS.A., ﾗ42U.S. 1うう(2004)
(5) Th(sForeignnadeAntitrus[ImprovementsActofl982,15U､S.C.
(6) 本稿では， シャーマン法第1条（価格カルテルの禁止）違反に限定して述べる
こととする。

(7) アメリカ対外関係法第二次リステイトメント第6条の定義によると， 「自国と一
定の関係を有する人・物・行為に関して|玉|家が法規範を定立し， また強制する国

際法上の権能」とされている。Rcsmtement,Second,ForeignRelatioI'sLawof[heUnited
States [Rest.2nd]56 (AmericanLawlns[i[ute(ALI),1965), 山本草二「国際法」
(1985) 190頁参照。

(8) 松下満雄『アメリカ独占禁止法』 (1982,東京大学出版会) 205頁
(9) HannahLBuxbaumandRalfMichaels, ､jurisdictionadChoiceofLawinln[erna[ionalAn-

ti[rus[Law-AUSPerspective',jurgenBasedow,StephanieFrancq,Laurenceldot, In[emational
An[i[rus[Litigation:ConHic[ofLawsandCoordina[ion(S[udiesinPriva[eln[erna[ionalLaw)
(HarrPub,2012),at227, 小原喜雄「国|祭的事業活動と国家管轄椎」 (1993, 有斐
i#l) 16頁，野村美明「域外適川の法と理論一国際法と|玉|内法の交餓」阪大法学47
巻4 ． 5号(1997)においては‘ 「規律管轄」ともされているが， 本稿では．事物
管轄権と称する。

(10) 松下満雄渡邉泰秀『アメリカ独占禁止法［第2版]j (2012, 東京大学出版会）



[金美善］ 私的執行に係るアメリカ反トラスト法の域外適用 125

363頁

(11) 小原・前掲注(9)16頁裁判管轄権の問題以外に，調査管轄権執行管轄権なとﾞ
の問題もあるが，本稿では，対象としない。

(12) 田中英夫『英米法総論下」 （東京大学出版会, 1980) 515頁
(13) 丹宗昭信「公法私法二元論についての一省察経済法とくに独占禁止法の法体
系中における位置づけの観点から見て－」大東文化大学法学研究所報21 (2001)
7 8頁

(14)松下・前掲注(8), 265頁以下
(15) AmericanBananaCo.v・UnitedFrui[Co. ,213U.S.347(1909)
(16)松下・渡邉前掲注(10)307頁

(17) UnitedStatesviAluminumCo.ofAmerica, 148E2d416(2dCir. 1945)

(18) Alexal,derLayton&AngharadM・ParryiExtraterritorialJurisdiction-EuropeanResponses,
26HOUSTONJ. INT'LLat309,310(2004),SpencerWeberWaller,TheTwilightofCo-
mit)B38Colum.J.nansnat'lLa[563,566,568(2000)

(19) HartfbrdFirelns.Co.v,Califbrnia,113S.Ct.2891 (1993).Har[fbrd判決は．効果理論
に基づいて域外適用を判断しているが，脚注においてFTAIAの解釈について少し

言及を行っている。すなわち, FTAIAは， アメリカ経済に損害を及ぼさなかった
輸出取引をシャーマン法の適用範囲から除外することを意図しており，本件の行
為についてどのように適用されるか不明確であるとした。 また, FTA1Aの「直接

的，実質的， かつ合理的に予測可能な効果」基準が，今までの判例を修正するも
のなのか， 又は単にそれを成文化したものなのかも不明確であるとしながら↑ 本
件ではこれらの疑問については，対処しないと述べた。但し，仮にFTAIAの基準
が訴訟に影響を与え． さらに， その基準が今までの判例と異なると仮定すると，
本件で問題となっている行為は． 明らかに「直接的， 実質的， かつ合理的に予測
可能な効果」という要件を満たすともした。

⑳岡田外司博「アメリカ反I､ラスト法における最近の域外適用の動向｣． 土田和博

編「独占禁止法の国際的執行グローバル化時代の域外適用のあり方」 (2012, 日

本評論社), 176頁

(21) PhillipE.Areeda&HerbertHovenkamp, zl""""rL"I"(3ded. 2006) , at288,John
H.Shene6eld,EmpagranandthelntemationalReachofU.S.An[itrustLaws,21NYSBAAN-
TITRUSTL.SEC.SYMP30(2003),a[29
四訳については，土田和博「独占禁止法の域外適用と管轄抵触・競合の調整方法」
『独占禁止法の域外適用一「経済法・国際経済法の総合的研究」企画中間報告書』
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(2010,早稲田大学GCEO),20頁を参照した。

"） 渡辺肇「米国反トラスト法執行の実務と対策一司法取引からクラスアクション
代表訴訟まで」 （商事法務， 2009） 80頁

24) De''NorskeSta[sOljeselskapASv.HeeremacVOE241E3d420(5[hCir.2001)
"Krumanv.Chris[ic'slnt'IPLC,284F3d384(2dCir.2002)

"UnitedStatesv.NipponPaperIndustriesCol,Ltd,e[al,109E3dl (IstCir.1997)
27） 松下・渡邉・前掲注(10)316頁によると， 当然違法プラス原則とは， 反トラスト
法におけるカルテル規制が厳格であり， カルテルの存在が立証されると， それだ

けで違法とされる（当然違法原則(Perse illegal))が，外国で行われるカルテルに
関しては， アメリカ国内において行われるカルテルに対すると同じ意味における
当然違法の原則は適用されず、 そのカルテルのアメリカの商業への影響を勘案し
て管轄権の有無が決定されることを意|床する。

"UnitcdStatesv'LSLBiotechnologies,379E3d672(9thCir.2004)
"Rulel2.DefensesandObjections:WhenandHowPresented;Motionft),･judgmentonthe
Plcadings;ConsolidatingMotions;Wk'ivingDefbnSeS;PretrialHeari,'8
(b)How[oPresentDefenses.Everydeftnsetoaclaimfbrreliefinanypleadingmustbeassert-
edi,'theresponsivepleadingifoncisrequired.Butapar[ymayzIsser[[hefbllowi,'gdefensesby
nlotlon:

(1) lackofsubjcc[-mat[erjurisdiction;
(2) lackofpersonal jurisdictio,,;
／旬、 .
｛･ノ lmpropervenue；

(4) insufRcien[process;
(5) insufficientserviceofprocess;
(6) fhilure[os[ateaclaimuPonwhichrcliefcanbegranted;and
(7) fhiluretojoinaPartyunderRulel9.

60 LSL,suprano[e27,para40

(31) 1d､,paras43-43
(33 DenNorSkeS[atsOljeselskapASv.HeercmacVOE241E3d420(5(hCir.2001)
63 1d.,Para22
(34) 1d.,paraS29-30
63 1d.,Paras31-32
"Krumanv・Christie'sln['1PLC,284E3d384(2dCir.2002)

67) 1d.,para31
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Id., para 40

(39) Id., para 58

(40) Id., paras 66-67

(41) LSL, supra note 27, paras 131-134

(42) Rene H. Dubois, Understanding the Limits of the Foreign Trade Antitrust Improvement Act
Using Tort Law Principles as a Guide, 58 N.Y.L. Sch. L. Rev. 707 (2013-2014) at 723. ịm

I ÍŤ t        i}i. 212  ệ ~ Minn-Chem, Inc. V. Agrium.
2012) ΙΖϋΧ/^τα. rmiäij (direct)) tli, fíềtễỉ:

~ (reasonably proximate causal nexus))      , | ] i: < , ~~~~6'~;¿
  : \.)  ,

7 |(   , 34( /]ìt?sm:IỈHA/fỉ:tị±mifỉ)lf:iô.

(44) Empagran, supra note 4, at 164
(45) Id., at 174-175

 6) Empagran S.A. V. F. Hoffman
gtan II)

147 Id., at 1270-1271

(48) Michelle A. Wyant, Ronsidering The D.c. Circuit's Proximate clause Standard For Extrater-

ritorial Jurisdictions Prluding The "Globalization" Theory to Promote Global Enforcement, 7
Rich. I. Global L. & Bus. 15 (2008). at 24-25- fe T ( )* - «~~ 333-332   ±)01(  , ~
ffl -ÌílỳỀ(20) 192-193 M

49) Empagran, supra note 4, at 176
(50) Id., at 164

(51) Id., at 170-171

Id., at 164-169

(53) 15 u.s.c. §78) (b) Manipulative and deceptive devices

It shall be unlawftil for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumen-
tality of interstate commerce or of the mails, or of any facility of any national securities ex-
change —

(b) To use or employ., in connection with the purchase or sale of any security registered on a
national securities exchange or any security not so registered, or any securities-based swap
agreement any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of such rules

and regulations as the Commission may prescribe as necessary or appropriate in the public in-

Inc. 683 F. 3d 845 (7th Gir.

La Roche Ltd., 417 F. 3d. 1267 (D.c. Gir. 2005) (Empa-
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terest ot for the protection of investors.

(54) 17 C.F.R. §240. lOb-5 Employment of manipulative and deceptive devices

It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of any means or instrumen-

taliry of interstate commerce, or of tlie mails or of any facility of any national securities ex-

change,

(a) To employ any device, sclreme, or artifice to deftaud,
(b) To make any untrue statement of a material fact or to omit to state a material fact necessary

in order to make the statements made, in the light of the circumstances under which they were

made, not misleading, or

(c) To engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as a
fraud or deceit upon any person,

in connection with the purchase or sale of any security.
(55) Morrison V. National Australia Bank ltd., 130 s. Ct. 2869 (2010)

(56) ~: f 7  b   id s ) T /  L Ť:.            t L   fi. Shoenbaum V. Firstbrook, 405 f 2d 200

(2d. Cir. 1968) fîâ 7  h teasco Data Pro-

cessing Equip. Corp. V. Maxwell, 468 F. 2d 1326 (2d. Cir. 1972) tábž

Ì'â-$-lí^:ệlJ    ¿ Ltíi. Itoba Limited, V. Lep Group Plc., 54 E 3d 118 (2d Cit. 1995)

 7^0if ị

  Κ7            :#< 1  ?  ;  1 ±1 »      0# — 1  1   * ~ illlff

7 -      7 7 '( ør   (£79 7 7/ỉ-¿ Hặ>iVtl'fxllẾ.lnỷẾt

«b-j, Ť< 51(1), (2013), 107108Bra

es Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. N0.111-203

(2010)

(59) (b) EXTRATERRITORIAL JURISDICTION OF THE ANTIFRAUD PROVISIONS

OF THE FEDERAL SECURITIES LAWS. —

(2) UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 — Section 27 of the Securi-

Exchange Act of 1934 ( 15 u.s.c. 78aa) is amended —
(A) by striking "The district” and inserting the following:

The district”; and

(B) by adding at the end the following new subsection:
(b) EXTRATERRITORIAL JURISDICTION.

ties

(a) INGENERAL.

The district courts of the United States

a ltd the United States courts of any Territory shall have jurisdiction of an action or proceeding

brought or instituted by the Commission or the United States alleging a violation of the anti-
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fraud provisions of this title involving —
"(1) conduct within the United States that constitutes significant steps in fiirtherance of the

violation, even If the securities transaction occurs outside tlie fjnited States and involves only

foreign investors: or

"(2) conduct occurring outside the United States that has a foreseeable substantial effect
within the United States.”

SEC. 929 Y. STUDY ON EXTRATERRITORIAL PRIVATE RIGHTS OF ACTION,

(a) INGENERAL. The Securities and Exchange Commission of the United States shal l so-

licit public comment and thereafter conduct a study to determine the extent to which private
rights of action under the antifraud provisions of the Securities and Exchange Act of 1934 (15
u.s.c. 78~-4) should be extended

(1) conduct within the United States that constitutes a significant step in the frrrtherance of
the violation, even if the securities transaction occurs outside the United States and involves

only foreign iirvestors; and

(2) coirduct occurring outside the United States that has a foreseeable substantial effect witlrln

the United States.

to cover

(b) CONTENTS. Tire study shall consider and analyze, among otlier things —

(1) the scope of such a private right of action, including whether it should extend to all private

actors or whether it .should be more limited to extend just to institutional investors or other-

wise;

(2) what inrplications such a private right of action would have on international comity;

(3) the econonric costs and benefits of extending  a private right of action for transnational se-

curities ftairds; and

(4) whether a narrower extraterritorial standard should be adopted.

A report of the study shall be submitted and recommendations made to the

Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the Serrate atrd the Committee on FI-

nanclH Services of the House trot later than 18 months after the date of enactment of this Act.

(c) REPORT

ίΙπ ύ?Ι.

  (74) {BIWíHĚWí. 2011) 55-56

(62) .11 1, 111(57), 32

(63)  |     

(61)

Isitff)
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(64) Curtis A. Bradley, Extraterritorial Application of u.s. Intellectual Property Law, 37 Va. 1.
Int'1. L. 505, 520-22 (1997).
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“丹宗・前掲注(13)6 7頁

㈱域外適用アプローチと強行的適用法規との関係については，松岡博編著『国際
関係私法入門」第3版(2012,有斐閤) 105頁によると‘ 強行的適用法規について
「思考の順序として， 当該事実を規律する準拠法はどの法かどいう方法ではなく，
公法と同様に法規から観察を出発し， 当該法規の適用範囲がどこまでかという方
法で採用される」 とされていることから， 法規の適用範囲を判断する点で両者の
性質は類似していると言える。

“横溝大「私訴による競争法の国際的執行一欧州での議論動向と我が国への示

唆一」日本経済法学会年報(34) (2013) 62頁
㈱櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法第1巻』 (2011㈱有斐閣) (西谷執筆）
旧3出口耕自「ドイツ競争制限禁止法の「域外適用」問題（一)」上智法學論集40
(2) (1996) 3435頁

㈱同様の意見としては， 内田耕作「独禁法違反行為に係る民事的救済制度の再検
討一損害賠償制度に即して」彦根論叢第354号（2005） 40-42頁がある。

“ （不法行為による損害賠償）
第七百九条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
した者は， これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

い（損害賠償請求権の裁判上の主張の制限消滅時効）
第二十六条前条の規定による損害賠償の請求権は， 第四十九条第一項に規定す
る排除措置命令（排除措置命令がされなかった場合にあっては， 第五十条第一項
に規定する納付命令（第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業
者団体の構成事業者に対するものを除く。)）又は第六十六条第四項の審決が確定
した後でなければ，裁判上これを主張することができない。
（2）前項の請求権は， 同項の排除措置命令若しくは納付命令又は審決が確定した

日から三年を経過したときは， 時効によって消滅する。

“（審決に係る抗告訴訟・損害賠償請求訴訟の第一審の裁判権）

第八十五条次の各号のいずれかに該当する訴訟については， 第一審の裁判権は，
東京高等裁判所に属する。
一公正取引委員会の審決に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴

訟（同条第五項から第七項までに規定する訴訟を除く。）
二第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟

この条項を専属管轄権として見るべきなのか否かについての議論が存するが，
本稿では，省略する。
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㈱宗田貴行『独禁法民事訴訟』 (2008,LexisNexis) 375頁
“横溝・前掲注㈱62頁

田星正彦「独占禁止法の域外適用：欧米における競争法の域外適用理論の進展と

日本におけるその受容と新展開に関する一考察｣、 一橋大学博士学位論文(2011)

397頁（未公刊), 1,ttp://hermeS-ir｣ib.hit-u.ac.jP/rS/bitStream/10086/19081/2/0201100201.
pdfから入手可
“星・前掲注㈱398頁

07) AnimalScienceProducts, Inc.v.ChinaMinmetalsCorp.,634E3d462,46a (3dCir.

201 1),at1720,Minn-Chem, Inc.v:Agriumlnc.,683F3d845,848 (7thCir､2012) (en
banc),a[19-27

"UnitedStatesv.LSLBiotechnologies,379E3d672(9thCir.2004)
"BrieffbrtheUnitedStatesandtheFederalTiadecommissionasAmiciCurieinSupportof
NeitherPartyonRehearingenbanc(Januaryl2,2012)

00(l 1d.,at20-30

001) 同様の意見が，土田・前掲注6322頁においても示されている。
003土田・前掲注田18頁

001 Arbaughv.Y&HCorp.,546U.S. 300(2006),本件は，上司にセクハラを受け， 退
職を強要された従業員が提起した訴えに対するアメリカ公民法の事物管轄権が問
題になった事件である。

0側近年, AnimalScienceProducts, Inc.v.ChinaMinmetalsCorp.,654E3d462,465 (3d
Cir.2011),Minn-Chem,Inc.v.Agriumlnc.,683F3d845,848(7thCir.2012) (enbanc)
において, FTAIAを管轄条項として考えるか，実質条項として考えるかについて
議論が活発になっているが， この議論も非常に重要な問題であるが， より詳細な
研究が必要となるため．本稿では，言及しない。


